
令和５年度の国有林野事業の主要取組事項について

民有林施策と一体的な推進を図りつつ、次のような取
組を一層計画的に実施

○ 公益重視の管理経営の一層の推進

○ 森林・林業再生に向けた貢献

○ 地域振興への寄与

○ 「国民の森林」としての管理経営

■ 国有林野の管理経営に関する基本計画
（H30.12策定）

○ 東日本大震災からの復旧・復興への貢献 等

○ 公衆の保健のための活用の推進

公益重視の管理経営の一層の推進や森林・林業再生への貢献等に取り組むこととしている「国有林
野の管理経営に関する基本計画」と、令和３年度に閣議決定された森林・林業基本計画を踏まえ、森林
・林業・木材産業による「グリーン成長」に向けた取組を国有林野において実践するとともに、森林施業
の低コスト化や鳥獣被害等の防止、林産物の安定供給等に積極的に取り組みます。

令和５年度 国有林野事業 主要取組事項

１ 公益重視の管理経営の一層の推進

① 計画的な森林整備の推進

② 治山対策の推進

③ 生物多様性の保全

２ 森林・林業再生に向けた貢献

① 林業の成長産業化等に向けた
技術開発・実証と普及

② 林業事業体の育成

③ 民有林と連携した森林整備や
民有林との協調出荷等の推進

④ 森林・林業技術者等の育成と
森林総合監理士等による技術支援

⑤ 林産物の安定供給

３ 「国民の森林」としての管理経営

① 観光資源の創出

② 東日本大震災からの復興・創生への貢献

も り

も り



①森林資源の適正な管理・利⽤
・間伐・再造林による森林吸収量の確保強化
・適正な伐採と再造林の確保
・針広混交林等の森林づくり
・森林整備・治⼭対策による国⼟強靱化

・計画的な間伐・再造林等の実施、
ｴﾘｰﾄﾂﾘ‐等の先駆的な植栽

・「主伐時における伐採・搬出指針」の
適⽤等林地保全に配慮した施業

・複層林等多様な森林づくり
・⽣物多様性の保全に配慮した森林施業
・流域治⽔と連携した治⼭対策の実施
・ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ技術を活⽤した災害対応 多様な森林づくり 治⼭対策の推進

②「新しい林業」に向けた取組の展開
・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝで、伐採→再造林保育の収⽀を
ﾌﾟﾗｽ転換

・林業従事者の所得と労働安全の向上
・⻑期・持続的な林業経営体の育成

・「新しい林業」に向けた⽣産性向上、低ｺｽﾄ再造林、
効率的な⿃獣被害対策等の実証・普及

・複数年契約等の安定的な事業発注、樹⽊採取権制度の
適切な運⽤を通じた林業経営体の育成

・森林経営管理制度に取り組む市町村等への
ﾌｫﾚｽﾀ‐等による⽀援 ﾄﾞﾛｰﾝでの

苗⽊運搬 下刈りの機械化

③⽊材産業の国際＋地場競争⼒の強化

④都市等における「第２の森林」づくり
・⾮住宅分野への活⽤や製品輸出を含め、
新規需要開拓に向けた原⽊の安定供給

・需給急変時の供給調整 ⾮住宅分野への
原⽊供給

⑤新たな⼭村価値の創造
・森林サービス産業の推進、
関係⼈⼝の拡⼤ 等

・「お薦め国有林」等における
地域のﾆｰｽﾞを踏まえた多⾔語看板やwi‐fi等の利⽤施設の整備

・国⽴公園と連携した取組の推進
森林内でのヨガ

【分野横断】
デジタル化の推進 等

・航空ﾚｰｻﾞ等による⾼度な資源情報、UAV（ﾄﾞﾛｰﾝ）等を
活⽤した業務の⾼度化、効率化

・都道府県の導⼊する森林ｸﾗｳﾄﾞ等と連携した資源情報の共有
航空ﾚｰｻﾞによる資源把握

森林・林業・⽊材産業による
「グリーン成⻑」

「グリーン成⻑」に向けた取組を国有林野において実践するとともに、
⺠有林への技術普及等を通じた森林・林業政策全体の推進に貢献

国有林野における取組基本計画の対応⽅向

森林・林業基本計画の対応方向と国有林野における取組

１



１ 公益重視の管理経営の一層の推進

「国民共通の財産」である国有林野は、国土の保全、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等公益的機

能の維持増進を旨として、森林整備事業や治山事業の計画的な実施、保護林制度による原生的な森林生態

系の保全・管理などを通じて、公益重視の管理経営を一層推進しています。

① 計画的な森林整備の推進

我が国の温室効果ガス削減目標の達
成に向け、森林吸収量を確保するため
に、国有林でも間伐・再造林等の森林
吸収源対策を積極的に推進します。

多様な森林への誘導を推進

【令和５年度予定】
間伐面積 10万ha

（対前年度比 100％）
※繰越を含む。

地球温暖化対策への取組

【令和５年度予定】
新植面積 ９千ha
（対前年度比 102％）
※繰越を含む。

路網整備の推進

森林整備等の効率的な実施に必要
な林道（林業専用道を含む。）の開
設及び改良、森林作業道の整備等を
実施します。改良にあたっては災害
に強い工法等により、路網の強靭
化・長寿命化に取り組みます。

【令和５年度予定】
林道・林業専用道開設延長
81km（対前年度比 72％）

※繰越を含む。

災害に強い路網の整備
（九州森林管理局宮崎森林管理署）

公益的機能が高度に発揮される
よう長伐期化、複層林化、伐区の
小面積・モザイク的配置、針広混
交林化等自然条件等に応じた施業
を伐採後の適切な更新を図りなが
ら実施します。

帯状伐採による複層林への誘導
（近畿中国森林管理局広島北部森林管理署）

【森林整備事業費 令和５年度当初予算額 667億円（668億円）】（ ）は前年度。
※令和４年度補正予算額 212億円（224億円）

（注）令和４年度補正予算額（212億円）には、防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策分83億円を含む。

２

列状間伐実施後の施業地
（北海道森林管理局十勝東部森林管理署）



② 治山対策の推進

【治山事業費 令和５年度当初予算額 337億円（337億円）】 （ ）は前年度。
※令和４年度補正予算額 132億円（157億円）

（注）令和４年度補正予算額は、防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策分。

民有林内の治山対策への貢献国有林内の治山対策の推進

国民の安全・安心を確保するため、自然環境保全への配
慮やコストの縮減、積極的な木材利用を図りながら、被災
した荒廃山地の復旧整備、集中豪雨や台風等による災害か
らの復旧、海岸防災林の整備、機能の低下した森林の整備
等に取り組みます。

◯ 防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策の推進

近年の気候変動の影響によ
る気象災害は激甚化・頻発化
していることから、特に緊急
度の高いエリアや氾濫した河
川上流域等において、流木や
土石流、山腹崩壊の抑制対策
等のため、森林の防災・保水
機能を発揮させる治山施設を
整備・強化する治山事業の取
組を加速化します。

大規模で高度な技術が必要な箇所等において、都道府県
からの要請を踏まえ、「民有林直轄治山事業」等を実施し
ます。また、民有林での大規模災害時に技術者を迅速に派
遣する取組を実施します。

渓流の荒廃状況を踏まえた治山施設の整備
（近畿中国森林管理局 滋賀森林管理署）

３

小山地区（静岡県）における対策状況
（関東森林管理局 静岡森林管理署）

◯ 大雨等に係る国有林の対応

豪雨等により大規模な山地災害
の可能性がある場合には、(国研)
宇宙航空研究開発機構(JAXA)と連
携し、衛星画像を活用して土砂移
動の可能性を確認し、関係県等に
情報提供を実施します。
また、山地災害調査アプリを活

用して被災県等と合同でのヘリコ
プター調査や、被災県等の要請に
応じて専門家を交え緊急調査を実
施します。

令和４年８月豪雨の山地災害発生地
（新潟県村上市）におけるヘリコプタ

ー調査及び専門家の派遣
(関東森林管理局）

令和４年台風第14号に係る被災地（宮崎県五ヶ瀬町）への

技術者の派遣(令和4年10月：九州森林管理局)
高知県安芸郡馬路村に整備した治山施設
（四国森林管理局安芸森林管理署）

渓流の荒廃状況

熊本県葦北郡芦北町に整備した治山施設
（九州森林管理局治山課）



③ 生物多様性の保全

保護林の保護・管理

森林における生物多様性の保全を図るため、森林生態系
や個体群の持続性に着目した効果的な保護林を設定してい
ます。保護林では、モニタリング調査等により、状況変化
の把握から必要な保護・管理方針等の見直しを図る「順応
的管理」によって保護・管理を推進します。

区分 内 容
面積

（万ha）
箇所数

森林生態系
保護地域

我が国の気候帯又は森林帯を代表する
原生的な天然林を保護・管理

70.3 31

生物群集
保護林

地域固有の生物群集を有する森林を保
護・管理

23.8 97

希少個体群
保護林

希少な野生生物の生育・生息に必要な
森林を保護・管理

4.0 533

計 98.1 661

※令和４年３月末現在の数値です。

シカ被害対策の取組

シカによる森林被害（造林木や下層植生の食害等）の深刻
化・広域化を防止するため、地域と連携した捕獲・防除等の
対策を推進します。
また、被害が深刻な地域において、広域かつ計画的な捕獲

等を実施するほか、ジビエ活用により地域資源の有効利用を
推進します。

○ 30by30目標に対する国有林の貢献

４

わなの見回り作業の軽減に資するため、

ICTを活用した長距離無線式パトロール

システムを活用
（九州森林管理局大分西部森林管理署ほか）

林野庁職員が開発した「小林式誘引捕獲」（※）

（新しいシカ捕獲方法）の関係機関等への技術普及
（近畿中国森林管理局鳥取森林管理署（上写真）、

関東森林管理局群馬森林管理署（下写真））

※開発者の小林正典氏は、令和４年度人事院総裁賞を受賞しました。

令和５年３月に設定した狩場山・
大平山周辺森林生態系保護地域
（北海道島牧村小田西川国有林）

朝日山地森林生態系保護地域に
おける外来植物オオハンゴンソウ
の駆除作業
（山形県朝日町朝日岳国有林）

2022年12月に開催された生物多様性条約第15回締約国会議において、「昆明・
モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年までに陸と海の30％以上の
区域を保全することが目標の１つに掲げられました（30by30目標）。我が国では
30by30目標の達成のための施策として、保護地域の拡張や、保護地域以外で生物
多様性に資する地域（OECM）の設定・管理等に取り組むこととしています。
国有林野においては、原生的な天然林や希少な野生生物の生育・生息に必要な

森林等として設定している保護林と、それらを森林生態系ネットワークとしてつ
なぐ緑の回廊が保護地域となっており（令和４年４月現在、陸域の約４％に相当
）、これらの保護林等の適切な保護・管理を行うとともに、環境省が行う国立・国
定公園（保護地域）の新規指定・拡張に係る調整にも適切に対応していきます。
また、国有林野において生物多様性の保全に資する活動を行っている地域関係者

等との協定締結による取組等もOECMの設定・管理に向けて進めていきます。



２ 森林・林業再生に向けた貢献

我が国の森林・林業の再生に向けて、国有林の組織、技術力、資源を活用し、立地や林分の状況などに応

じた低コストで効率的な作業システムの提案や先駆的な実行、民有林と連携した施業の実施、森林・林業技

術者や林業事業体の育成、林産物の安定供給等を通じた民有林に対する支援等に積極的に取り組みます。

① 林業の成長産業化等に向けた技術開発・実証と普及

森林施業の効率化の取組

作業負担の軽減に資する技術や効率的な作業システムの
導入実証・定着を進めつつ、現地検討会等を通じた民有林
への普及・定着に取り組みます。

地上型３Dレーザを活用した
森林資源量調査の現地検討会
（近畿中国森林管理局）

総合評価落札方式の適切な運用等により、林業事業体の創意と工夫を
反映しつつ安定的な発注を実施し、事業体の生産性向上と従業員の賃金
引上げを促進する取組を全国的に展開します。
さらに、雇用期間の確保や施工時期の平準化を図るため、造林・素材

生産事業における早期発注や複数年契約の活用を推進します。

② 林業事業体の育成

事業の安定発注等による事業体の育成

樹木採取権制度

ドローンによるシカのわなや防護ネットの見回り
（四国森林管理局）

シカ防護ネット 小型囲いわな

保育作業を機械化することによる省力化の検証
（北海道森林管理局）

■ 樹木採取権の設定状況（全国８か所）

５

令和４年度までに、区域面積200～300ha程度（皆伐相当）、権利存続期
間10年程度の規模の樹木採取区について、全国８か所で樹木採取権を設
定し、各地で樹木採取権者による伐採等の事業がスタートしたところです。
令和５年度は、令和４年12月に公表した「今後の樹木採取権設定に関す

る方針」に基づき、マーケットサウンディングを通じて木材需要の増加が見
込まれる地域で、樹木採取区の指定を検討することとしています。
（令和５年４月現在、全国の７森林計画区でマーケットサウンディングを実施中。）

■ 樹木の伐採（上）、伐採跡地の再造林の様子（下）
（近畿中国森林管理局岡山森林管理署 新見樹木採取区）

成長のよい特定苗木の活用による
下刈回数の減

（北海道森林管理局）

植栽後５年目 平均樹高３ｍ
※植栽後は下刈無し



③ 民有林と連携した森林整備や民有林との協
調出荷等の推進

④ 森林・林業技術者等の育成と森林総合監理士等に
よる技術支援等

森林・林業技術者の育成等

地域の森林・林業行政を担う市町村への技術的支援のた
め、森林総合監理士等の系統的な育成に取り組み、国有林
のフィールドを提供した研修や、研修の際の講師派遣等を
実施します。

また、国有林と都道府県の森林総合監理士等が連携して
、地域の森林・林業行政を担う市町村に対し、林務担当者
向けセミナーの開催や、市町村森林整備計画の作成や森林
経営管理制度の円滑な運用のための支援等を実施します。

市町村支援のためのリーフレット作成
（四国森林管理局）シカ捕獲対策についての現地検討会

（近畿中国森林管理局）

フォレスター等活動推進会議
（九州森林管理局）

６

森林共同施業団地の設定等の推進

国有林野と民有林野が連携することで施業の効率化や
森林経営管理制度の導入に資する地域においては、間伐
等の森林施業を連携して行うことなどを目的とした「森
林共同施業団地」の設定を推進しており、令和３年度末
現在、全国で169箇所に団地が設定され、民有林と国有
林を連結した路網の整備や、中間土場の共同利用による
事業の効率化や民有林材・国有林材の協調出荷等を進め
ています。

【森林共同施業団地の例】（北海道森林管理局 石狩森林管理署・積丹町）

民有林と国有林が路網整
備の計画段階から連携し、
一体的、効率的な路網整備

を行うことで、事業のコスト
ダウンが見込まれます。

民有林と国有林が木材の出材
時期や出材量等を調整し、

協調出荷を行うことで有利な
販売が期待できます。

共同土場と集積された丸太

国有林と民有林を連結した林業専用道



⑤ 林産物の安定供給

(注）１ 立木販売量は立木材積で、素材販売については丸太材積で示している。
２ 立木販売量には、分収造林の民収分及び分収育林を除く。

【販売予定量】 （単位：万㎥）

令和４年度 令和５年度

素材販売量 307 325

うちシステム販売 197 208

立木販売量 390 401
うちシステム販売 1 1

７

■国有林材の販売予定量

適切な施業の結果得られる素材（丸太）や立木の持続的・計画的な供給を通じて、地域の林業・木材産業の
活性化を図るとともに、国産材の安定供給体制の構築、新たな需要の拡大等に取り組み、林業の成長産業化の
実現に貢献します。

250 247 255 260 269 261 262 269 
282 279 

325 

50%
57%

62%
68%

72% 70% 72%

61%
67%

63% 64%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

50

100

150

200

250

300

350

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

販売量 システム

販売割合

(見込) (予定)

素材（丸太）の販売実績とシステム販売の割合
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林産物の安定供給

なお、木材不足・価格高騰（いわゆるウッドショック）により輸入木
材のリスクが顕在化したことを踏まえ、国産材の安定供給体制を構
築し、海外情勢の影響を受けにくい木材需給構造を構築することが
重要です。

このため、国有林野事業においても、計画的・安定的な国有林材
の供給に努め、国産材のサプライチェーン強化に貢献するとともに、
今後需要が急激に変動した場合には、国有林材供給調整検討委員
会の有識者等の意見や、地域の原木需給の動向を踏まえ、必要に
応じて国有林材の供給調整に取り組みます。

システム販売による供給
（北海道森林管理局根釧西部森林管理署）

国有林材の供給に当たっては、
国産材の需要の拡大、加工・流通
の合理化等に取り組む集成材・合
板工場や製材工場等と協定を締結
し、国有林材を安定的に供給する
「システム販売」に取り組むとと
もに、民有林所有者等との連携に
よる協調出荷も推進します。



・公告時に物件情報（物件明細、位置図等）を掲載

・入札後、入札金額等の入札結果を公表

・各局の対応にバラツキ

⇒立木の販売価格と物件情報の比較ができない

民有林における取引の参考にするには情報が不足

⇒類似の林分の販売結果を参考にして取引を行うことが可能
（再造林に繋がる適切な立木価格での取引に寄与）

物件明細

○ 立木価格は、立地条件や林分内容等に大きく左右されるうえ、丸太と異なり公式の取引情報も無いため、適

正な相場観が捉えにくい

○ 民有林における適切な立木取引に資する取組として、国有林野事業における立木販売結果の公表を実施

○ 本年４月以降の入札結果の公表（４月分を５月中に公表）からスタート

国有林野事業における立木販売結果を全局統一的に公表

公表内容

入札結果と合わせて、物件情報（樹材種、胸高直径、本数,

材積、品質、位置情報等）を一体的に公表

公表対象

被害木の処分を目的とする場合等を除く、主伐箇所の

立木販売

⇒立木の販売価格と物件情報を照らし合わせて、民有林の参

考となる情報を得ることが可能

公表イメージこれまで（各局の取組）

新たな取組

位置図

森林管理局
北海道森林管理局
東北森林管理局
関東森林管理局
中部森林管理局
近畿中国森林管理局
四国森林管理局
九州森林管理局

林野庁ホームページ

全局の情報が確認可能

森林管理局名をクリック

○○森林管理局

森林管理局ホームページ

物件情報等をクリック

入札結果（落札金額、落札者等）と合わせて、以下の物件情報
を公表

５⽉
署等 ⼊札結果 物件情報

○○署 ⼊札結果.pdf 物件情報.pdf
△△署 ⼊札結果.pdf 物件情報.pdf
□□署 ⼊札結果.pdf 物件情報.pdf

国有林野事業における立木販売結果の公表について New!

８



「レクリエーションの森」の観光資源としての活用を進めるため、
多言語による情報発信・環境整備に加え、既存施設等のレベルアップを図る

「レクリエーションの森」
ロゴマーク

３ 「国民の森林」としての管理経営、地域振興への寄与等
① 観光資源の創出

空撮映像による魅力的な紹
介動画（HPのほかSNS等で
発信）

眺望確保のための伐採 施設の修繕

インバウンド向けの英語版リーフ
レット、ホームページ

も り

情
報
発
信

環
境
整
備

日本語・英語・中国語・

韓国語による

多言語案内標識整備

Uni‐voiceコード

トイレの洋式化

林野庁では、森林浴や自然観察等に適した国有林を「レクリエーションの森」として国民に提供しており、特に景観等が優
れ観光利用の増加が期待される９３箇所については「日本美しの森 お薦め国有林」として、重点的に情報発信、環境整備に
取り組み、農山村地域の活性化にも貢献しています。
また、国立公園の約６割が国有林となっていることを踏まえ、優れた自然の保護と利用の両立を目指し、環境省との連携の

強化を図り、保全、利用、管理の幅広い分野で取組を推進することとしています。

個⼈のスマートフ
ォンでコードを読
み込んで翻訳さ
れた情報を取得

国立公園×国有林の連携

知床 屋久島

知床、日光、屋久島など16の地域におい
て、環境省との連携を強化しながら、傑出
した大自然の厳格な保護と利用の両立に取
り組みます。

＜連携する取組＞
 保全

野生鳥獣被害対策や希少種保護対策の
共同実施、優良事例の共有

 利用
案内看板・標識の共同設置、見どころ
などの共同プロモーション

 管理
巡視情報等の共有や利用者への発信、
両省庁職員の合同研修

９



② 東日本大震災からの復興・創生への貢献

協定団体による連携した植栽（左）と下草刈り（右）
（東北森林管理局 仙台森林管理署）

【協定団体等との連携による活動状況】

海岸防災林の再生

東日本大震災で津波被害を受けた海岸防災

林の再生に向けて、地域住民の参加、企業や

NPO等との協定による協力も得ながらクロマツ

の植栽等を各地で進めてきました。

潮害、飛砂及び風害の防備等の災害防止機

能を発揮させるため、引き続き地域住民、NPO、

企業等の参加や協力を得つつ、植栽後の下刈

り、除伐、間伐等の保育事業を継続的に実施

します。

○ 森林整備の本格的な再開

※福島県相双地域：相馬市、南相馬市、相馬郡

、双葉郡の２市７町３村

・平成29年度に福島県相双地域（※）の
避難指示解除区域の国有林において、森林整
備を一部再開

・令和５年度も、保育間伐や除伐、林道の開
設等、引き続き適切な森林整備を推進

○ 里山再生事業

・避難指示区域及び汚染状況重点調査地域（解除済み含む）のある福島県内の
市町村において、里山の様態に合わせて住民が安心して利用できるような環境
づくりを推進するもので、国有林においては森林整備を実施。

・令和４年度は野手上山地区（飯舘村）において森林整備（除伐等）を実施。
・令和５年度も自治体の意向等を踏まえ、森林整備等を実施していくこととし
ています。

旧避難指示区域における林業再生に向けた施業実施方法等の検証・実証を引

き続き進めるとともに、平成28年３月に農林水産省、環境省、復興庁で取りま

とめた「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」に基づき、「里山再

生モデル事業」を実施しました。令和２年度からはそれらの成果を踏まえ、

「里山再生事業」を開始しています。

森林・林業の再生に向けた総合的な取組

【植栽した海岸防災林の生育状況】

保育のための下草刈り等の実施（左）と列状間伐による本数調整（右）
（東北森林管理局 仙台森林管理署）

10

森林整備（林道開設）の実施
（関東森林管理局 磐城森林管理署）



相続土地国庫帰属制度について

11

令和５年４月２７日から始まる相続土地国庫帰属制度において、森林管理局では、申請があった土地のうち森林につ
いて、法務局による要件審査（実地調査）に協力するとともに、帰属後は国有林として管理を行います。

※法務省ホームページより抜粋

New!


